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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
第
四
十
五
期
東
京
都
労
働
委
員
会
の
補
欠
使
用
者
委
員
候

補
者
の
推
薦
…
…（
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
労
働
環
境
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
二
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
大
崎
駅
西
口
Ｆ
南
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
八
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

大
崎
駅
西
口
Ｆ
南
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
三
月
五
日
か
ら
令
和
八
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

三

施
行
地
区

品
川
区
大
崎
二
丁
目
及
び
大
崎
三
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

品
川
区
大
崎
三
丁
目
七
番
二
号

令
和
三
年
三
月
五
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
延
長
す
る
。

事
務
所
の
所
在
地
を
品
川
区
大
崎
三
丁
目
六
番
二
十
九
号
に
変

更
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
八
月
十
七
日

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
八
月
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
村
山
市
久
米
川
町
二
丁
目
四
十

三
番
十
四
、
同
番
二
十
一
、
四
十

五
番
五
、
同
番
五
地
先
及
び
同
番

十
六

港
区
高
輪
三
丁
目
二
十
二
番
九

号タ
マ
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

玉
木

伸
弥

小
平
市
花
小
金
井
八
丁
目
四
百
七

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

番
七

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

多
摩
市
大
字
和
田
字
六
号
四
百
八

十
九
番
の
一
部
、
同
番
地
先
、
五

百
三
十
五
番
三
、
五
百
三
十
六
番

一
並
び
に
五
百
三
十
七
番
一
及
び

五
百
三
十
八
番
一
の
各
一
部

多
摩
市
和
田
四
百
八
十
九
番
地

石
阪

浩

第
四
十
五
期
東
京
都
労
働
委
員
会
の
補
欠
使
用
者
委

員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

第
四
十
五
期
東
京
都
労
働
委
員
会
の
使
用
者
委
員
に
、
令
和
五
年

八
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
一
名
の
欠
員
が
生
じ
る
た
め
、
労
働
組
合

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
要
項
に
よ
り
第
四
十
五
期
東
京
都

労
働
委
員
会
の
補
欠
使
用
者
委
員
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
。

令
和
五
年
八
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
十
五
期
東
京
都
労
働
委
員
会
の
補
欠
使
用
者
委

員
候
補
者
推
薦
要
項

一

推
薦
資
格

東
京
都
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
目
的
又

は
業
務
に
お
い
て
労
働
問
題
を
取
り
扱
う
使
用
者
団
体
で
あ
る
こ

と
。

二

被
推
薦
者
資
格

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
十
九

条
の
四
第
一
項
の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

三

推
薦
手
続

推
薦
資
格
を
有
す
る
使
用
者
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
て
推
薦
す
る
こ
と
。
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㈠

推
薦
書
（
別
記
様
式
）

一
部

㈡

候
補
者
の
履
歴
書
（
本
籍
地
の
都
道
府
県
、
現
住
所
、
生
年

月
日
、
学
歴
、
職
歴
、
公
職
歴
等
を
記
載
し
た
も
の
）

一
部

㈢

当
該
団
体
の
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
規
約
の
写
し

一
部

四

推
薦
受
付
期
間

令
和
五
年
八
月
十
七
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
木

曜
日
）
ま
で

五

推
薦
書
及
び
添
付
書
類
の
提
出
先

東
京
都
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
又
は
使
用
者
団
体
の
事
務
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
東
京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
若
し
く

は
同
セ
ン
タ
ー
の
各
事
務
所

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


